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第１ 議案第３５号

第１ 教育課題の進捗状況について（資料１）
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議案第３５号

上記の議案を提出する。

（提案内容）

（提案理由）

　　　墨田区学校運営協議会規則の制定について

　別紙のとおり定める。

令 和 5 年 8 月 24 日

提出者　墨田区教育委員会教育長　　加　藤　裕　之

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４７条の５に規定する学校運営協議会
について、必要な事項を定める必要がある。
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墨田区学校運営協議会規則（案） 

令 和 ５ 年  月  日 

教育委員会規則第 号 

 

（目的） 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号。以下「法」という。)第４７条の５に規定する学校運営協議会（以下「協

議会」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。 

（趣旨) 

第２条 協議会は、墨田区立小学校、中学校及び幼稚園（以下これらを「学校」とい

う。)の運営及び当該運営への必要な支援（以下「運営等」という。）に関して協議

する機関として、墨田区教育委員会（以下「教育委員会」という。)及び校長（園長

を含む。以下同じ。）の権限及び責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参

画や保護者及び地域住民等による学校運営への支援及び協力を促進することによ

り、学校、保護者及び地域住民等の間の信頼関係を深め、学校運営の改善や幼児、

児童及び生徒の健全育成に取り組むものとする。 

２ 協議会は、学校運営への必要な支援について、地域学校協働本部（社会教育法（昭

和２４年法律第２０７号）第５条第２項に基づき、地域住民等と学校が目標を共有

して活動を行う体制をいう。）と密接な連携を図るものとする。 

（設置） 

第３条 教育委員会は、前条の趣旨を踏まえ、その所管に属する学校ごとに協議会を

置くものとする。ただし、教育委員会が２以上の学校の運営に関し相互に密接な連

携を図る必要があると認める場合には、２以上の学校について１つの協議会を置く

ことができる。 

２ 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、当該協議会が運営等に関して協議

する学校（以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するも

のとする。 

３ 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、保護者（対象学
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校に在籍する幼児、児童又は生徒の保護者をいう。以下同じ。)及び地域住民等（対

象学校の所在する地域の住民等をいう。以下同じ。）の意見を聞くものとする。 

（学校運営に関する基本的な方針の承認) 

第４条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作

成し、協議会の承認を得るものとする。 

⑴ 教育課程の編成に関すること。 

⑵ 学校経営計画に関すること。 

⑶ 組織編成に関すること。 

⑷ 学校配当予算の編成及び執行に関すること。 

⑸ 学校施設等の管理及び整備に関すること。 

２ 前項に規定する事項について、承認が得られなかった場合は、議論を尽くして、

成案を得るように努めること。 

３ 第１項に規定する事項について、協議会の運営が著しく適性を欠いていること等

を理由に承認が得られない場合において、対象学校の校長は、承認を得ずに、学校

運営を行うことができる。 

４ 前項の状況が継続する場合には、第１９条の規定に基づき、教育委員会は協議会

の運営を一時的に停止させ、運営の改善に向けた指導を行う等の措置を講じる。 

５ 第１項に規定する事項について、協議会に承認を求める時期は、別表のとおりと

する。 

６ 前項の規定は、特段の事情等がある場合にはこの限りではない。 

（学校運営等に関する意見の申し出） 

第５条 協議会は、第２条に規定する協議会の設置の趣旨を踏まえ、対象学校の運営

に関する事項について、教育委員会又は対象学校の校長に対して意見を述べること

ができる。 

２ 協議会は、対象学校の教職員の任用に関する意見（運営改善に資する建設的な意

見に限る。)を教育委員会に述べ、又は教育委員会を経由して東京都教育委員会に

述べることができる。ただし、個人を特定しての意見を述べることはできない。 

３ 協議会は、前２項の規定により教育委員会又は東京都教育委員会に対して意見を

述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取するものとする。 

（学校運営等に関する評価） 
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第６条 協議会は、対象学校の運営状況等について毎年度評価を行うものとする。 

（住民の参画の促進等のための情報提供) 

第７条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促

進されるよう努めるものとする。 

２ 協議会は、対象学校の運営等に関し、保護者及び地域住民等の理解を深め、連携

及び協力を推進するため、対象学校の運営等に関する協議の結果について地域住民

等へ積極的に情報提供するよう努めなければならない。 

（組織） 

第８条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。 

２ 会長は、委員の互選により選任する。副会長は会長が指名する。ただし、対象学

校の校長は、会長又は副会長に選任されることができない。 

３ 協議会の委員（以下「協議会委員」という。）は、次の各号に掲げる者のうちから、

教育委員会が任命する。 

⑴ 保護者 

⑵ 地域住民等 

⑶ 対象学校の運営に資する活動を行う者 

⑷ 対象学校の校長 

⑸ 対象学校の教職員 

⑹ 学識経験者 

⑺ 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者 

４ 協議会委員は、１５人以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたとき

は、１８人以内において、必要な数とする。 

５ 教育委員会は、第３項第 1 号から第４号までに掲げる者を少なくとも 1 人ずつ協

議会委員として任命しなければならない。 

６ 対象学校の校長は、第３項の協議会委員の任命について、協議会委員として適当

と認める者を教育委員会に推薦することができる。 

７ 協議会委員の辞職等により、第５項の規定を満たさなくなった場合は、教育委員

会は速やかに新たな協議会委員を任命するものとする。 
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８ 協議会委員は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項第２号

に定める特別職の非常勤の職員とする。 

（任期） 

第９条 協議会委員の任期は、任命の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げな

い。 

２ 前条第７項により任命された協議会委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（運営） 

第１０条 会長は、協議会を招集し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、協議会委員以外の者の出席を求め、又は他

の方法で意見を聴くことができる。 

４ 会長は、協議会委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

５ 協議会の議事は、出席した協議会委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の

決するところによる。 

６ 議決事項について利害関係を有する協議会委員は、当該議決事項に関して議決権

を有しない。 

７ 会長は、会議録を作成し、教育委員会に報告するものとする。 

（守秘義務等） 

第１１条 協議会委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退い

た後も同様とする。 

２ 前項のほか、協議会委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

⑴ 協議会委員たるにふさわしくない非行を行うこと。 

⑵ 協議会委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言 

動を行うこと。 

３ 第１項に定める職務上知り得た秘密については、以下のとおり例示する。 

⑴ 個人情報に係る事項 

35-5



⑵ 教職員の任用に係る事項 

⑶ 非公開とした会議に係る事項 

⑷ 会議資料等で部外秘とされている事項 

４ 前項に挙げた例に限らず、職務上知り得た秘密に該当するか否かは、個別の事象

に応じて判断するものとする。 

（報酬） 

第１２条 協議会委員の報酬は、墨田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

（昭和３１年墨田区条例第２１号）第２条の規定に基づき、日額１９，２００円の

範囲内で教育委員会が別に定める。 

（解任) 

第１３条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のい

ずれかに該当すると認められるときは、協議会委員を解任することができる。 

⑴ 第１１条の守秘義務等に違反したとき。 

⑵ 協議会委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、解任に相当する事由があると認められるとき。 

２ 対象学校の校長は、本人から辞任の申し出があったとき又は協議会委員が前項各

号のいずれかに該当すると認めるときは、速やかに教育委員会に報告しなければな

らない。 

３ 教育委員会は、協議会委員を解任する場合には、その理由を示さなければならな

い。 

（研修） 

第１４条 教育委員会は、協議会委員に対して、協議会及び協議会委員の役割、責任

等について正しい理解を得るために必要な研修等を行うものとする。 

（会議の公開） 

第１５条 協議会の会議は、次に掲げる事項について審議する場合を除き、公開する。 

⑴ 対象学校の教職員の任用に関する事項 

⑵ 前号に掲げる事項のほか、個人情報を扱う等特別の事情により、会長が適当で 

ないと認める事項 
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２ 会議を傍聴しようとする者（以下「傍聴人」という。）は、あらかじめ、会長に申

し出なければならない。 

３ 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。 

⑴ 議場における発言に対し批評を加え、又は可否を表してはならない。 

⑵ 騒ぎたて、議事を妨害してはならない。 

⑶ 写真、映像等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、会長の許可を 

得た場合はこの限りではない。 

⑷ 携帯電話及びパソコン等の情報通信機器の電源を切らなければならない。 

⑸ 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行 

為をしてはならない。 

４ 会長は、会議の途中で第 1 項各号に規定する事項について審議する場合又は前項

に規定する行為があったと認める場合は、傍聴人を退場させることができる。 

（会議の開催） 

第１６条 会議は、原則年３回開催するものとする。 

２ 前項の規定は、特段の事情等がある場合にはこの限りではない。 

（書面及びオンラインによる審議） 

第１７条 会長は、やむを得ない事由であると認める場合において、会議を開会する

場所へ協議会委員を招集することが困難であると認めるときは、書面(当該書面に

記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)による審議(以下「書面

審議」という。)及び映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら

通話をすることができる方法による審議(以下「オンライン審議」という。)により

会議を開催し、又は当該審議の方法により一部の協議会委員を会議に参加させるこ

とができる。 

２ 書面審議及びオンライン審議における第１０条第４項及び第５項の規定の適用

については、書面審議にあっては議案に対する賛否を記した書面を提出した者を、

オンライン審議にあっては当該方法により参加した者を、それぞれ会議に出席した

ものとみなす。 

３ 第１項の書面審議を行ったときは、対象学校の校長が会長に代わって審議の内容
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及び結果を前項の規定により会議に出席したものとみなされた協議会委員に報告

しなければならない。 

（運営に必要な事項等） 

第１８条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しな

い範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。 

２ 協議会は、その定めるところにより、部会等の必要な組織を置くことができる。 

（協議会の適正な運営を確保するために必要な措置） 

第１９条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確に把握し、必要に応じて指

導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運

営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適

正な運営を確保するための措置を講じなければならない。 

２ 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができる

よう必要な情報提供に努めなければならない。 

（委任） 

第２０条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。 

別表 

 

 

 

 

 

 

付 則 

この規則は、令和５年１０月１日から施行する。 

承認事項 承認を求める時期 

教育課程の編成に関すること ２～３月頃 

学校経営計画に関すること ６月頃 

組織編成に関すること ２～３月頃 

学校配当予算の編成及び執行に関すること ６月頃 

学校施設等の管理及び整備に関すること 任意の時期 
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令和５年度 教育課題（特別課題） 執行計画書兼実績報告書                                                    No. １ 

課題№ １ 事業名 不登校防止対策の充実 主管課 指導室 

執
行
計
画 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

            

進捗             

実
績 

            

※進捗 ○：順調、×：遅延、△：その他（ ） 

７月実績 

■校内スモールステップルームの運用 

・支援員対象のオンライン研修会及びオンラインヒアリングの実施（7/3） 

■スクールソーシャルワーカーの派遣 

 ・各校への訪問 

・新規申請13件（内訳：小学校８件、中学校３件、研修講師依頼２件）  ・合計件数：新規34件 継続53件 

■教職員研修会の実施 

 ・初任者研修にて、不登校の要因の一つである「発達障害」についての研修を実施（7/24） 

■関係機関との連携 

・適応指導教室【ステップ学級】連絡会開催（7/19） ・自立支援教室【サポート学級】連絡会開催（7/28） 

■現状の把握・分析 

・各校から提出された報告を基に、６月の不登校児童・生徒数の在籍状況を把握 

・令和４年度の不登校児童・生徒について、学業不振の傾向を分析 

進捗：〇 

■校内スモ

ールステッ

プルームの

運用 

■教員研修

会の実施 

■関係機関

との連携 

■現状の把

握・分析 

■スクール

ソーシャル

ワーカーの

派遣 

■不登校対

策担当者連

絡会 

■不登校対

策担当者連

絡会 

■支援員の

ヒアリング 

■支援員の

ヒアリング 

■支援員の

ヒアリング 
■各校開設・

支援開始 
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令和 5 年度 教育課題（特別課題） 執行計画書兼実績報告書                                                    No. ２ 

課題№ ２ 事業名 「墨田区学力向上新３か年計画（第３次）の推進」及び「墨田区幼保小中一貫教育推進計画」の改定 主管課 すみだ教育研究所 

執
行
計
画 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

■墨田区学習

状況調査の実

施（4/25） 

 

 

 

 

■全国学力・

学習状況調査

の実施（4/18） 

 

■児童・生徒

へのメッセー

ジ発出 

 

 

 

 

 

■策定方針、

スケジュール

確認 

 

■検討会① 

(4/28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

■中英語話

すこと調査

（分散実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■骨子、素案

検討 

 

 

 

■調査結果 

速報値集約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■指導のポ

イント作成 

 

■調査結果

（速報値） 

 

■調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■検討会② 

(7/21) 

 

■教委報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■議会報告 

■指導のポ

イント配信 

■学習ふり

かえり 

■学力向上

ヒアリング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■素案報告 

 

 

 

■検討会③ 

(9/1) 

 

■調査結果

公表（HP） 

 

 

 

 

 

■調査結果

公表（HP） 

 

 

■児童・生徒

へのメッセ

ージ発出 

■教員への

メッセージ

発出 

 

 

■改定計画

決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■議会報告 

■教委報告 

 

 

 

 

■学習ふりか

えり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■教員への

メッセージ

発出 

 

 

■学校周知 

 

 

 

 

 

 

 

（４月） 

進捗             

実
績 

            

※進捗 ○：順調、×：遅延、△：その他（ ） 

７月実績 
学力向上新３か年計画（３次）の推進 

■指導のポイント作成：指導のポイント作成委員会 7/24 実施 
■墨田区学習状況調査・調査結果（速報値） 

 ■全国学力・学習状況調査・調査結果（7/31 公表） 

幼保小中一貫教育推進計画の改定 
 ■検討会②（7/21） 
進捗：〇 

学力向上新３か年計画(第３次)の推進（学習状況調査の実施等）  

幼保小中一貫教育推進計画の改定 
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